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川西町職員の 

給与などの状況をお知らせします。 

                                        

 町民の皆さまに、町職員の給与等の現状について知っていただくため、

次のとおり公表します。 

 
Ⅰ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

 

１ 職員の職種別採用状況 
                      （単位：人） 

区 分 一般行政職 教育職 技能労務職 合  計 

R6 年度 １８ １ １ ２０ 

前年度 ３ － － ３ 

比 較 １５ １ １ １７ 

  （注）令和６年４月２日から令和７年４月１日までの状況です。 

 

２ 職員の事由別退職状況 

                      （単位：人） 

区 分 定年退職 勧奨退職 
そ  の  他 

合  計 
普通退職 懲戒免職 その他 

R6 年度 ５ １ ３   ９ 

前年度 － － ６ － － ６ 

比 較 ５ １ △３   ３ 

  （注）令和６年４月２日から令和７年４月１日までの状況です。 

 

３ 職種別任免 
                           （単位：人） 

職  種  名 人  数 備        考 

一 般 行 政 職 ９０ 一般事務職、保健師等 

教 育 職  ８ 幼稚園教諭 

技 能 労 務 職  ６ 給食調理員、環境整備員、運転手 

企 業 職  ５  

計 １０９  

  （注） 令和７年４月１日現在の状況です。 

 

４ 職員数に関する状況 

 

（１）任命権者・役職別職員数の状況 
                 （単位：人） 

 理事 課長 課長補佐 主任 主事 技能労務職 教諭 計 

町長部局 3 12 14 24 28 4 － 85 

教育委員会 － 2 1 6 4 2 8 23 

議  会 － 1 － － － － － 1 

計 3 15 15 30 32 6 8 109 

（注）１ 令和７年４月１日現在の状況です。 

   ２ 上記には相当職を含みます。 
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（２）部門別職員数の状況 
                      （単位：人） 

区  分 

部  門 

職  員  数 
備     考 

令和６年度 令和７年度 比較 

一般行政部門 

一般管理 

議  会 1 1   

総  務 23 28 5  

税  務 4 6 2  

農林水産 1 1   

土  木 8 9（1） 1  

福  祉 
民  生 13（2） 14（1） 1  

衛  生 11 11   

特別行政部門 教    育 22（1） 23（4） 1  

普通会計 小 計 83（3） 93（6） 10  

水      道 3 3（1）   

下   水   道 1 2 1  

そ   の   他 11 11   

小      計 15 16 1  

合      計 98（3） 109（7） 11  

（注）1 各年度４月１日現在の状況です。 
２ 職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員

を含み、臨時又は非常勤職員を除いています。 
          ３ （  ）内は再任用職員（フルタイム）の職員数です。 

 

 

Ⅱ 職員の給与の状況 

 

１ 人件費の状況 (※人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含みます。) 

                  (単位：人･千円･％･ポイント) 
区  分 住民基本台帳人口 歳出額(A) 実質収支 人件費(B) 人件費比率(B/A) 

普 通 

会 計 

R6 年度 7,968 5,400,902 360,553 539,144 9.98 

前年度 8,035 5,546,092 350,690 529,564 9.55 

増  減 △67 △145,190 9,863 9,580 0.43 

   (注) １ 各年度の決算の状況です 

      ２ 住民基本台帳人口は各年度末現在です。 

 

２ 職員給与費の状況 
                       (単位：人･千円) 

区  分 
職員数

(A) 

給    与    費 1 人当たり 

給与費(B/A) 給 料 職員手当 期末勤勉手当 合計(B) 

普 通 

会 計 

R6 年度 83 305,956 70,159 124,879 500,994 6,036 

前年度 84 305,336 67,403 118,987 491,726 5,854 

増  減 △1 620 2,756 5,892 9,268 182 

   (注)  １ 各年度の決算の状況です。 

       ２ 職員手当は退職手当を除いた諸手当の総額です。 

３ 職員数は、各年度の４月１日現在に一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分 

を保有する休職者、派遣職員を含み、臨時又は非常勤職員を除いています。 

 

３ 平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 
         (単位：歳・円) 

区      分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

一 般 行 政 職 

R7 年度 43.3 314,200 394,700 

前年度 43.6 308,900 379,700 

増 減 △0.3 5,300 15,000 
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教 育 職 

R7 年度 38.0 304,900 334,800 

前年度 38.0 295,600 325,700 

増 減 － 9,300 9,100 

技 能 労 務 職 

R7 年度 54.7 279,000 311,800 

前年度 54.6 268,300 302,800 

増 減 0.1 10,700 9,000 

企 業 職 

R7 年度 47.6 318,100 407,700 

前年度 46.8 319,400 399,600 

増 減 0.8 △1,300 8,100 

   (注)  １ 各年度の４月１日現在の状況です。 

       ２ 平均給与月額は、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤

務手当（期末勤勉手当を除いた額です。）等の合計額での平均です。 

 

４ 期末勤勉手当の状況 

区      分 
金   額   等 

期末手当 勤勉手当 

職員１人当たりの平均支給額 

R6 年度 1,505 千円 

前年度 1,417 千円 

増 減 88 千円 

支 給 割 合 （一 般 職） 

R6 年度 2.50 月 2.10 月 

前年度 2.45 月 2.05 月 

増 減 0.05 月 0.05 月 

加算措置の状況（職制上の段階、職務の級等による加算措置） 5／100  ～  15／100 

    (注) 各年度の普通会計決算の状況です。 

 

５ 退職手当の状況 

区        分 自 己 都 合 勧 奨・定 年 

支 給 割 合 

勤続 20 年 19.66950 月 24.586875 月 

勤続 25 年 28.03950 月 33.27075 月 

勤続 35 年 39.75750 月 47.70900 月 

最高限度額 47.70900 月 47.70900 月 

そ の 他 の 加 算 措 置 － 定年前早期退職特例措置 

支給職員１人当たり平均支給額 20,065 千円 

（注）１ 令和７年４月１日現在の状況です。 

   ２ １人当たり平均支給額は、令和６年度中に退職した職員に支給された退職手当の平均

です。 

 

６ 特殊勤務手当 
                    (単位：人･千円･％･ポイント) 

支   給   実   績 

R6 年度 648 

前年度 648  

増 減 －  

支給職員１人当たり平均支給年額 

R6 年度   92  

前年度 92  

増 減 －  

職員全体に占める手当支給職員の割合 

R6 年度  8.4  

前年度 8.3  

増 減  0.1 

手 当 の 種 類（ 手 当 数 ）  3  

手 当 の 名 称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対 

する支給単価   
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感染症防疫作業手当 
該当する業務に従事し

た者 
感染症患者等の救護等 日額 2,000 円 

行旅死亡人取扱手当 
該当する業務に従事し

た者 
行旅死亡人の収容等 １件 7,500 円 

教育・保育業務手当 

（処遇改善分） 

保育施設及び放課後児

童クラブ関連業務に従

事した者 

保育施設及び放課後児

童クラブ関連業務 
月額 9,000 円 

（注）１ 各年度の普通会計決算の状況です。 

２ 手当の種類等は、令和７年４月１日現在の状況です。 

 

７ 時間外勤務手当の状況 
                     （単位：千円） 

支   給   実   績 

R6 年度 16,959 
前年度 15,356 
増減 1,603 

職員１人当たり平均支給年額 

R6 年度 253 

前年度 264 
増減 △11 

（注）各年度の普通会計決算の状況です。 

 

８ その他の手当の状況 
                       （単位：千円） 

区 分 内容及び支給単価 
支  給  実  績 支給職員１人当たり平均支給年額 

R6 年度 前年度 増 減 R6 年度 前年度 増 減 

扶養手当 

扶養親族のある者に支

給（月額） 

配偶者 3,000 円 

子 11,500 円 ほか 

9,993 9,356 637 250 218 32 

住居手当 

借家等に居住し家賃を

払っている者に支給

（月額） 

28,000 円上限 

3,629 3,488 141 302 317 △15 

通勤手当 

通勤距離が片道２㎞以

上で交通機関又は自動

車等の交通用具を使用

する者に支給（月額） 

交通機関 

 上限 55,000 円 

交通用具 

 通勤距離に応じた定

額 

（２～５㎞ 2,000 円 

５～10 ㎞ 4,200 円 

10～15 ㎞ 7,300 円他） 

5,036 5,070 △34 97 103 △6 

管理職 

手 当 

管理監督の地位にある

職員の内指定された職

にある者に支給 

（月額） 

理事 100 分の 16 

課長 100 分の 14 

課長・主幹 100 分の 12 

課長補佐 100 分の８ 

（いずれも給料月額に

対する割合） 

12,623 12,745 △122 526 531 △5 

宿日直 

手 当 

宿日直勤務に従事した

者に支給（1 回につ

き）4,700 円 
2,290 2,314 △24 74 77 △3 
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（注）１ 各年度の普通会計決算の状況です。 

   ２ 手当の内容等は、令和７年４月１日現在の状況です。 

 

Ⅲ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

１ 勤務時間の状況   
一週間の 

勤務時間 

勤 務 時 間 の 割 振 

始業時刻 終業時刻 休憩時間 週休日 

38 時間 45 分 午前８時 30 分 午後５時 15 分 
正午から 

午後１時 00 分まで 
土曜日・日曜日 

（注）標準的な職場における状況です。 

 

２ 年次有給休暇の状況 
                      （単位：日） 

区       分 内    容    等 

制 度 の 概 要 
年次有給休暇は、１年ごとに 20 日が付与され、20 日を超えない

範囲内の残日数は、翌年に繰り越すことができます。 

１人当たり平均取得日数 
R6 年度 前年度 

11.0 10.1 

 

３ 育児休業の状況 
                        （単位：人） 

区 分 内     容     等 

制度の  

概 要  

子を養育する職員の継続的な勤務を促進することにより、職員の福祉を増進させる
とともに行政の円滑な運営に視するための制度。子が満３歳に達するまで行うこと
ができる。 

取得状況 

R6 年度 前年度 

男 女 計 男 女 計 

－ ４ ４ － ２ ２ 
（注） 当該年度の全部又は一部で育児休業をした職員数です。 

 

４ 特別休暇及びその他の主な勤務条件の状況 

 
種       類 付 与 日 数 等 

１ 公民としての権利行使のための休暇 必要と認められる期間 

２ 裁判員・証人等として官公署へ出頭するため

の休暇 
必要と認められる期間 

３ 骨髄提供者となる場合の休暇 必要と認められる期間 

４ ボランティア休暇 ５日以内 

５ 結婚休暇 連続する５日以内（週休日等を含む） 

６ 産前産後休暇 
産前６週間（多胎妊娠の場合は 14 週間）以

内、産後８週間まで 

７ 妊娠中及び出産後の保健指導または健康診査 必要と認められる期間 

８ 生理休暇 １回につき２日以内で必要とする期間 

９ 保育時間のための休暇 
１日２回各 30 分以内（生後１年に達しない子

を保育する場合） 

10 妻の出産休暇 ２日以内 
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11 育児参加のための休暇 
妻が出産する場合で、産前６週間前から産後

１年以内に５日以内 

12 子の看護のための休暇 
５日（子が２人以上の場合は 10 日）以内（９

歳に達する子の看護の場合） 

13 短期の介護をする場合 ５日(要介護者が２人以上の場合は 10 日)以内 

14 忌引休暇 
配偶者・父母の場合７日（週休日等を含む）

以内 ほか 

15 父母の追悼のための休暇 １日以内 

16 夏季における心身の健康の維持・増進のため

の休暇 

１の年に６月から 10 月までの期間に、連続す

る３日以内 

17 災害による職員の住居の滅失等の場合の休暇 ７日以内（週休日等を含む） 

18 災害・交通機関の事故等により出勤が著しく

困難である場合の休暇 
必要と認められる期間 

19 災害時に職員の通勤途上の身体の危険回避す

る場合の休暇 
必要と認められる期間 

20 不妊治療を受ける場合 ５日以内 

21 病気休暇 

病気又は疾病のため療養のため、勤務しない
ことがやむを得ないと認められる最小限度の
期間（公務上及び通勤によらない私傷病にあ
っては 90 日、結核疾患にあっては１年の範囲
内） 

22 介護休暇 

配偶者、父母、子等が負傷、疾病又は老齢の
ために日常生活を営むのに支障があるものの
介護をするため、一の継続する状態ごとに、
３回を超えず、かつ、通算して６月の期間内
で必要と認められる期間（勤務しない１時間
につき勤務１時間当たりの給与額を減額す
る。） 

 

Ⅳ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況 

 

１ 分限処分の状況 
                         （単位：件） 

処  分  事  由 降任 免職 休職 合計 

勤務実績が良くない － － － － 

心身に故障の場合 － － － － 

職に必要な適格性を欠く場合 － － － － 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 － － － － 

刑事事件に関し起訴された場合 － － － － 

地方公務員法第 28 条第４項により失職したもの － － － － 

合        計 － － － － 

（注）令和６年度中に行われた処分の状況です。 

 

２ 懲戒処分の状況 
                         （単位：件） 
処  分  事  由 戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に違反した場合 － － － － － 

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 － － － － － 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 － － － － － 

合        計 － － － － － 

（注）令和６年度中に行われた処分の状況です。 
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Ⅴ 職員の服務の状況 

 

服務に関する基本原則の概要 
区    分 内    容    等 

服務の根本基準 
全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、全力を挙げて職務の遂
行に専念しなければならないこと。 

服 務 の 宣 誓 服務の宣誓をしなければならないこと。 
法令等及び上司の職務
上の命令に従う義務 

法令等に従い、上司の職務命令に忠実に従って職務を遂行しなければな
らないこと。 

信用失墜行為の禁止 
職の信用を傷つけたり、不名誉となるような行為をしてはならないこ
と。 

秘密を守る義務 
在職中・退職後に関わらず職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこ

と。 

職務に専念する義務 
勤務時間・職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用い、自らが行

うべき職務にのみ従事しなければならないこと。 

政治的行為の制限 

次のような政治的行為をしてはならないこと。 

１ 政治的団体等の結成に関与したり、このような団体等の役員になる

こと。 

２ 政治的団体等の構成員となるように、又はならないように勧誘運動

をすること。 

３ 特定の政治団体等に対し支持・反対する目的で、又は公の選挙等に

おいて特定の人等に対し支持・反対する目的で、次のような政治的行

為をすること。（ただし、町外においては(1)・(2)・(3)の行為を行う

ことができる） 

 (1) 公の選挙等において投票をするように、又はしないように勧誘運

動をすること。 

 (2) 署名運動を企画、主宰するなどこれに積極的に関与すること。 

 (3) 寄付金等の募集に関与すること 

 (4) 文書・図面の役場庁舎等への掲示や庁舎等への利用を行ったり、

又は行わせたりすること。 

争議行為等の禁止 
住民に対しての同盟罷業・怠業等の争議行為や業務の活動能率を低下さ

せる怠業的行為をしてはならないこと 

営利企業等の従事制限 

許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする

会社等の役員等の地位を兼ねたり、自ら営利を目的とする私企業を営ん

だり、報酬を得ていかなる事業・事務にも従事してはならないこと。 

 

Ⅵ 職員の研修及び人事評価の状況 

 

１ 職員の研修の状況 
                        （単位：人） 

区  分 内        容 参加者数 

職場外研修 
市町村研修センター等の研修において職務遂行上必要な一般的・

専門的能力を養成するための研修等 
１４ 

職 場 研 修 
実務に即した実践的な研修 

（情報セキュリティー研修・防災訓練研修） 
１６１ 

（注）令和６年度中の受講状況です。 

 

２ 職員の人事評価の状況   
令和７年４月１日現在 実  施 

 

Ⅶ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

１ 共済組合等の状況 
区     分 内    容    等 

共済組合 短期給付事業 職員やその扶養親族の公務外の病気・ケガ等に対し、療養の給付等
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を行う。 

長期給付事業 年金給付等を行う。 

福 祉 事 業 
資金の貸付け、保健事業、貯金事業等職員やその扶養親族の福祉と

健康の増進を図るための事業を行う。 

川 西 町 職 員 互 助 会 
職員の相互扶助及び福利増進を図り、町行政の円滑な推進に寄与す

るため健康保持増進などを目的に必要な事業を行う 

川西町安全衛生管理規程 
職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を推進す

る。 

 

２ 健康診断の状況 
                         （単位：人） 

区    分 内   容   等 受診者数 

定期健康診断 職員を対象とした一般検査・血液・心電図 ７２ 

共

済

組

合 

人間ドック 
35 歳以上の希望する組合員を対象とし指定医療機関で実

施する。 
５５ 

脳 ド ッ ク 
50 歳以上の希望する組合員を対象とし指定医療機関で実

施する。 
１ 

（注）令和６年度中の受診状況です。 

 

３ 公務災害補償の状況 
                       （単位：件） 

区    分 内   容   等 件 数 

公務災害補償 公務上の災害について療養補償などを行う。 ２ 

通勤災害補償 通勤途上の災害について療養補償などを行う。 － 

（注）令和６年度中の補償状況です。 
 

Ⅷ 公平委員会の報告事項 
                                  （単位：件） 

区   分 内   容   等 件 数 

１ 勤務条件に関する措置

の要求の審査 

職員の給与、勤務時間等の勤務条件に関する措置の要

求について審査・判定をし、必要な措置を執ること。 
－ 

２ 不利益処分に関する不

服申立ての審査 

職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに

対し裁決・決定をすること。 
－ 

（注）令和６年度中の措置状況です。 


